
保健体育先生方へ 

    学校薬剤師は、「医薬品」に関する教育をサポートします！！ 

＜学校薬剤師ができること＞ 

 

１．教材・資料の提供 

   

      ①パワーポイント  別紙参照 

      ②実験紹介 

        ・カプセル吸着実験 

        ・重曹とジュース 

        ・鉄剤とお茶      

        ・坐薬の溶け方 

        ・ドライシロップ   等 

      ③薬の見本提供（一般用医薬品の箱等） 

      ④添付文書（くすりの説明書）等提供 

      ⑤錠剤・カプセルの大型見本 

     

 

 

 

 

 

       

 

２．配布物の提供 

   

      ①千葉県学校薬剤師会発行 くすりのリーフレット  

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｔ．Ｔでの実施 

 打ち合わせ⇒指導案の作成⇒授業実施⇒検討会の流れに沿って行わせて頂きます。 

 学校薬剤師の担当 例）自然治癒力や血中濃度の説明、実験等 薬についての質疑応答 

 

担当学校薬剤師名             連絡先                

  

新学習指導要領が施行され、

保健体育等の授業において、

国民一人ひとりが自分の健康

に対して注意を払い、管理で

きる能力を身に付けることを

ねらいとして、医薬品に関す

る教育が、平成 24年度から中

学校で始まっています。高等

学校については、平成 25年度

から年次進行により段階的に

適用されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


